
厚生労働大臣の定める掲示事項 

［入院基本料に関する事項］ 

１．地域一般病棟（Ａ棟２階・４７床）では、１日に１０人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と入院患

者１２人に対して１人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は以下のとおりです。 

      08時 30分 ～ 17時 30分 ： 看護職員１人あたりの受け持ち数は５人以内です。 

     17時 30分 ～ 09時 00分 ： 看護職員１人あたりの受け持ち数は２３人以内です。 

２．療養病棟（Ａ棟３階、Ｂ棟２階、新棟（N棟）・１１０床）では、１日に１０人以上の看護職員（看護師

及び准看護師）と４人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は以下のとおりです。 

      08時 30分 ～ 17時 30分 ： 看護職員・看護補助者１人あたりの受け持ち数は５人以内です。 

      17時 30分 ～ 09時 00分 ： 看護職員・看護補助者１人あたりの受け持ち数は１１人以内です。 

３．回復期リハビリテーション病棟（Ｂ棟３階・３３床）では、１日に４人以上の看護職員（看護師及び准看

護師）と３人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は以下のとおりです。 

      08時 30分 ～ 17時 30分 ： 看護職員・看護補助者１人あたりの受け持ち数は５人以内です。 

      17時 30分 ～ 09時 00分 ： 看護職員・看護補助者１人あたりの受け持ち数は１６人以内です。 

［関東信越厚生局長への届出事項に関する事項］ 

１．当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。 

  １）基本診療料の施設基準等に係る届出 

◆地域一般入院料１                ◆療養病棟入院基本料１ 

◆回復期リハビリテーション病棟入院料３      ◆地域包括ケア入院医療管理料１ 

◆療養病棟療養環境加算１             ◆看護補助加算１ 

◆診療録管理体制加算２                           ◆入退院支援加算１ 

◆データ提出加算１                         ◆医療 DX推進体制整備加算 

◆経腸栄養管理加算                 

 

２）特掲診療料の施設基準等に係る届出 

◇薬剤管理指導料               ◇ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

◇運動器リハビリテーション料（Ⅰ）    ◇呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

◇脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）   ◇検体検査管理加算（Ⅰ） 

◇在宅時医学総合管理料         ◇がん性疼痛緩和指導管理料 

◇下肢末梢動脈疾患指導管理加算    ◇下肢創傷処置管理料 

◇脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術  ◇人工腎臓 慢性維持透析を行なった場合１ 

◇透析液水質確保加算                             ◇慢性維持透析濾過加算 

◇導入期加算１                  ◇胃瘻造設術 

◇救急医療管理加算                ◇二次性骨折予防管理料１、２、３ 

◇外来ベースアップ評価料（Ⅰ）          ◇入院ベースアップ評価料 

 

 

 



２．当院では、入院時食事療養（Ⅰ）及び特別管理届出に係る食事を提供しています。 

特別管理による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が適時（夕食については午後６時

以降）、適温で提供されています。 

入院時食事療養費の標準負担額（自己負担額）について 

一般（市民税課税世帯）の方 １食 ４９０円 

※指定難病患者等 １食 ２８０円 

市民税非課税世帯の方 １食 ２３０円（９０日まで） 

１食 １８０円（９１日目以降） 

７０歳以上で所得が一定基準以下の方 １食 １１０円 

６５歳以上の方の療養病床入院時の生活療養費の標準負担額（自己負担額）について 

療養病棟に入院する６５歳以上の患者 

標準負担額（自己負担額） 

１食あたり食費 

１日あたり 

居住費 

（光熱水費） 

一般の患者 
一般の患者 ４９０円 ３７０円 

指定難病患者 ２８０円 ０円 

低所得者Ⅱ 

医療の必要性が低い患者（医療区分１） ２３０円 ３７０円 

医療の必要性が高い患者 

（医療区分２または３） 

過去１年間の入院日数が 

９０日以下 
２３０円 

３７０円 
過去１年間の入院日数が 

９０日超 
１８０円 

指定難病患者 

過去１年間の入院日数が 

９０日以下 
２３０円 

０円 
過去１年間の入院日数が 

９０日超 
１８０円 

低所得者Ⅰ 

医療の必要性が低い患者（医療区分１） １４０円 ３７０円 

医療の必要性が高い患者（医療区分２または３） １１０円 ３７０円 

指定難病患者、老齢福祉年金受給者、境界層該当者 １１０円 ０円 

［保険外の費用に関する事項］ 

１．当院は、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。 

  詳しくは、別紙【文書料・保険外負担一覧】をご覧下さい。 

 

［特定療養費に関する事項］ 

 １．特別の療養環境の提供 

   「特別の療養環境に係る料金（室料差額）」徴収病室が３０室（一般病棟５室、療養病棟１６室、回復

期リハビリテーション病棟９室）あります。室料差額については別紙【室料差額ベッド一覧】をご覧

下さい。 

 

令和 ６年１１月 １日 

医療法人社団晴山会 平山病院 


